
 

 

 

 

 

 

 

 

シニアサポーター事業では、1 月～12 月の 1 年間で貯まったポイントを

集計してポイント交換申請をします。平成 29 年 1 月 1 日から使用する新しい

「平成 29 年版サポーター手帳」は平成 28 年 12 月に全員の方へ送っていま

す。（団体に所属する場合は、代表の方へまとめて送っています。） 

ポイント交換申請では、「平成 29 年版サポーター手帳」に実際に押印し

てあるポイントのみが有効です。平成 29 年に活動をしても、古い手帳に

押してしまったポイントでは申請ができません。 

間違って古い手帳に押してしまった場合、ポイントを押印してもらった団体

に事情を説明して、新しい「平成 29 年版サポーター

手帳」に押印し直してもらってください。 

ポイント管理団体の担当者さんも、新しい手帳か

確認してからポイントの押印をお願いします。 

 

 

年度が変わり、シニアサポーターのご担当者が交代された団体も多いと思います。引継いだ後、スタ

ンプの場所が分からず「再交付」した団体がいくつかありました。スタンプは全て固有番号の為、再作

成には費用がかかってしまいます。大切に扱い、担当者だけではなくスタッフさん全員が場所を把握

できるような管理をお願いします。 

 

 

○例：5 月 9 日に 3 時間の活動をした場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 1月から 新しい手帳を使っていますか？          

   スタンプ紛失！ に ご注意 ください 

手帳への 活動時間はスタンプ数で 時間数は記入不要 

「平成 29 年版 

サポーター手帳」は 

この表紙が目印です。 

ポイント管理団体

の代表者さまへ 

みなさまへ 

ポイント管理団体

の代表者さまへ 

3 
5 9 

1 
5 23 

1 日分として「3 時間」と書

いて 100ポイント（1 マス）

にのみ押印している。 

 
5 9 

 
5 23 

 
5 9 

 
5 9 

1 時間につき 100 ポイント

（1 マス）ずつ押印するので、

時間数記入は不要。 



 

 

先日、平成 29 年度分の活動報告書様式

（記入例含）を送付させていただきました。 

その中でもお知らせしましたが、3 ケ月

に 1 回ずつ活動報告書を提出していただ

くことになっています。 

平成 28年度分の活動報告書提出率を右

【グラフ 1】にてお知らせします。（計算：

提出団体数／登録団体数） 

これによると、介護施設からの提出率が

低いことが分かります。担当職員の方には

通常業務がお忙しいなかで、シニアサポー

ター事業にも対応していただており大変恐縮ですが、この事業の活動成果を示す重要な指標である活動報告書の提

出についても、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

自分の情報に変更があった場合には、「サポーター登録内容変更届出書（様式第４号）」を提出してください。

下記項目に変更があった場合、必ず届出をしてください。（ホームページからも書式をダウンロードできます。） 

【https://www.shizuoka-shakyo.or.jp/volunteer/senior.html#senior06】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 5 月末現在での登録数 

・ポイント管理団体 ：  682 団体 

・サポーター    ： 5,859  人 

 サポーター目標人数：6,500 人  

ぜひ、お知り合いにシニアサポーター事業を

ご紹介ください！ 

【グラフ 1：平成 28 年度活動報告書 提出率】平成 29 年 5 月 19 日現在 

区分 葵区 駿河区 清水区 全体 

ポイント

管理団体 

（団体） 

介護施設 118 89 114 321 

S 型 72 58 122 252 

在宅支援等 42 36 31 109 

合計 232 183 267 682 

サポーター 

（人） 

一般 666 515 787 1,968 

S 型 1,009 774 1,461 3,244 

在宅支援等 281 236 130 647 

合計 1,956 1,525 2,378 5,859 

【表 1：登録数】            平成 29 年 5 月末現在 

活動報告書を提出 してください          

登録した情報から 変更がある場合、届出が必要 です   

登録状況 

サポーターの

みなさまへ 

1. 住所 
ポイント交換資料や新しい手帳など、 

大切なお知らせをお届けします。 

2. 電話番号 
活動やポイントに関することなど、 

重要なご連絡をすることがあります。 

ポイント管理団体

の代表者さまへ 
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